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（午前１０時００分 再開） 

 

○濱口正久委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから行政常任委員会を再開いたします。 

  初めに、本日は市議会サポーターの方が傍聴されております。 

  市議会サポーターの方に申し上げます。当委員会において議事について可否を表明、または騒ぎ立てること

は禁止されておりますので、静粛にお願いいたします。 

  また、当委員会室の入退室につきましては、特段の事情がない限り、休憩時間中に行っていただきますよう、

ご協力のほどお願いいたします。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第４８号、鳥羽市観光まちづくり基金条例の制定についてから、議

案第５６号、鳥羽志勢広域連合規約の一部変更に関する協議についてまでの議案９件であります。 

  審査に入る前に議員の皆様に申し上げます。 

  本日は議事の進行上、一部議案の順番を入れ替えて審査行いますので、あらかじめご了承ください。また、

議案が複数ある課については、一括して説明を受け、その後、議案ごとに質疑を行いますので、ご承知おきく

ださい。 

  それでは、これより付託議案の審査に入ります。 

  議案第４９号、鳥羽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案

第５２号、鳥羽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正

について、議案第５３号、鳥羽市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について、担当課

の説明を求めます。 

  健康福祉課、山本副参事。 

○山本副参事 皆さん、おはようございます。健康福祉課子育て支援担当の山本です。よろしくお願いします。 

  それでは、議案第４９号、鳥羽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてのほうを説明させていただきます。 

  議案書の４ページをお願いいたします。 

  提案理由としましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行による児童福祉法の改正に伴

い、創設された乳児等通園支援事業に係る設備及び運営に関する基準を定めるため、本提案とするものでござ

います。 

  この乳児等通園支援事業は、いわゆるこども誰でも通園制度と言われるものですが、条例の説明の前に事前

に提出いたしました資料により制度概要を簡単に説明させていただきます。よろしいでしょうか。 

○濱口正久委員長 はい、どうぞ。 

○山本副参事 まず、この制度の目的でございますが、子供の成長の観点から全ての子供の育ちを応援し、全て

の子育て家庭に対する支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用できる制度

として創設されたものでございまして、令和８年４月より全国で本格的にスタートされることとされておりま

す。 
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  実施施設としましては、保育所や幼稚園のほか、地域子育て支援拠点等とされております。対象となる子供

は、ゼロ歳６か月から満３歳未満の未就園児が対象となりまして、具体的には、下のほうに表示してあります

点線で囲まれたところの子供たちが対象となります。利用可能時間は、子供１人当たり月１０時間を上限とし、

利用方法や実施方法については記載のとおりでございます。 

  また、右下のほうに記載してございますが、他の類似する制度として一時預かり事業がございます。本市は

子育て支援センターで一時保育として実施しておりますが、こちら、一時預かり事業は、保護者のニーズが生

じた場合に預けるという考え方でございまして、これに対し、こども誰でも通園制度は、保護者のニーズにか

かわらず、子供の成長のために通うという考えを基本とする事業として整備されております。 

  なお、本市では実施方法は一般型、利用方法は柔軟利用として、現在、子育て支援センターにおいて実施す

るよう準備を進めているところでございまして、今回の補正予算に準備経費等を計上しております。 

  このこども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）を実施するために、設備や運営に関する基準について国

が定める基準を基に市町村が条例で定めることとされております。国の基準につきましては、従うべき基準と

参酌すべき基準がございますが、本条例案は全て国の基準どおりとしております。 

  それでは、議案書の５ページのほうをお願いいたします。 

  条例の概要でございますが、簡単に説明させていただきます。 

  第１条では趣旨を規定しておりまして、第２条から次のページの第４条までは、最低基準に関することを規

定しております。同ページ、第５条から、飛びますけれども、１０ページの第１９条までに関しましては、乳

児等通園支援事業を行うもの、事業者の一般原則をはじめ、運営に関する基準等を規定しております。 

  １０ページの第２０条では、当該事業の区分を規定しておりまして、保育所等の空き定員を活用する手法を

余裕活用型とし、それ以外を一般型として規定しております。 

  次のページ１１ページからの第２１条では、一般型で行う事業所の設備基準を、１４ページの第２２条では、

職員の配置基準を規定しています。 

  次のページ、第２５条でございますけれども、こちらは余裕活用型で行う事業所の設備及び職員の基準を規

定しております。 

  最後に、１６ページお願いします。 

  附則でございますが、この条例は令和８年４月１日から施行することとしております。 

  この条例に関しては以上です。 

  続きまして、議案書３４ページをお願いいたします。よろしいですか。 

  議案第５２号、鳥羽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一

部改正についてでございます。 

  これは、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣

府令の施行等により、所要の改正をしたく、本提案とするものでございます。 

  主に３点の改正がございまして、１点目としましては、児童養護施設等の職員による虐待と同様の通報義務、

それと対応措置を保育所、認定こども園などの専ら保護者と離れた環境下で支援を行う施設においても拡大す

ることとされ、児童福祉法の一部が改定されました。このことに伴い、児童福祉法第３３条１２第２項及び第
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３項が加えられたことから、引用する条項を改定するものでございます。 

  ２点目として、これまで国家戦略特別区域、いわゆる特区と言われるものですけれども、これに限り認めら

れていた地域限定保育士制度において、児童福祉法の改正により一般制度化されたことに伴いまして、各条例

の保育士に地域限定保育士の文言を追加するものでございます。 

  ３点目としまして、乳幼児健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部また一部に相当すると認められると

きは、その健康診断の全部または一部を行わないことができるということで内閣府令が改正されましたので、

その旨改正するものでございます。 

  それでは、議案のほう、３５ページをお願いいたします。 

  今回、この一部改正条例で３つの条例を改正しておりまして、まず第１条で、鳥羽市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を、中段の第２条で、鳥羽市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例、次のページいっていただきまして、３６ページの中段よりちょっと下、

第３条で、鳥羽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、この３本の条例を改正

しております。 

  改正の中身は、新旧対照表をお願いいたします。 

  ２９ページ、お願いします。よろしいですか。 

  まず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例では、第２５条の虐待

等の禁止のところに、児童福祉法の一部改正に伴う引用条項の整理を行っております。 

  ３０ページをお願いいたします。 

  こちらは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例でございまして、第１２条で引用条

項の整理を、第１７条第２項の改正は乳幼児健康診査に関する規定を追加しております。 

  ３１ページの第２３条から３３ページの第４７条までの改正は、地域限定保育士の規定を追加しております。 

  ３４ページをお願いします。 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。 

  こちらにつきましては、第１０条第３項第１号に地域限定保育士を追加しておりまして、その下、第１２条

では引用条項の整理を行っております。 

  議案書戻っていただいて、３６ページお願いします。 

  附則でございます。この条例は、それぞれ公布の日から施行するものとしております。 

  続きまして、議案書３７ページをお願いいたします。 

  議案第５３号、鳥羽市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。 

  提案理由としましては、加茂地区における放課後児童クラブの新設に伴い、所要の改正をしたく、本提案と

するものでございます。 

  加茂地区への放課後児童クラブの新設につきましては、去る９月会議におきまして、新設工事費のほうをご

可決いただきまして、４月１日開設に向けて準備を進めているところでございます。 

  そこで、当該児童クラブの名称を決定するに当たりまして、実際にこの児童クラブを利用することとなる加

茂小学校の児童に名称のほうを募集させていただきました。そこで２１名の方から応募していただきまして、
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その中から選考した結果、名称をどんぐりに決定いたしました。 

  それでは、新旧対照表の３５ページをお願いいたします。 

  改正の概要を説明させていただきます。 

  第１条につきましては、児童福祉法を引用する条項にずれが生じておりましたので、この条項の整理を行う

ものでございます。 

  第２条では、新たに設置する児童クラブの名称を、先ほど申し上げました放課後児童クラブどんぐりと規定

するほか、位置及び定員を追加するものでございます。 

  なお、定員につきましては、当初３８から３９名という説明させていただきましたが、詳細設計で面積等を

最終的に算定したところ、４０人分を確保することができましたので、他のクラブと同様に４０人とさせてい

ただいたところでございます。 

  最後に、第３条につきましては、これまで対象児童を条例上、小学校１年生から３年生までの児童を原則と

しておりましたが、この改正に伴いまして、小学校に就学する全ての児童を対象とすることとしております。 

  議案書３８ページをお願いします。 

  附則です。附則としまして、令和８年４月１日から施行することとしております。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。 

  これより議案ごとに質疑を行います。 

  まず初めに、議案第４９号についてご質疑はございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 先ほどの説明で、今一時保育やっているところで、このこども誰でも通園制度もやるとい

うことなんですけれども、これって、すみません、実際キャパがどれくらいなのかというのと、あと、実際申

し込んでから通園するまでどういう流れになるのか教えていただいてもいいでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 まず、キャパですけれども、昨年度策定したこども計画におきまして、利用の定員の見込みを

５名程度として計画は策定しておりますが、その後の出生数、それと、来年度の保育所の入所の申込み等を勘

案すると、恐らく３から４名程度の定員で賄えるというふうに今現在考えております。 

  あと、実際の利用の流れなんですけれども、これはちょっとまだ想定でございますけれども、システム等に

より全国一律のシステムで利用の申込みをしていただくことになります。それで、まず利用の申込みのあった

後、面談のほうを実施して、預かるための保護者との面談等をさせていただいた上で、預かるという形で考え

ております。 

○濱口正久委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。 

  これ、５名程度で計画していたのが、３名から４名で賄えるという見込みだということなんですけれども、

現状やっている一時保育のほうがちょっと圧迫されるというような心配はないでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 
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○山本副参事 この誰でも通園制度のほう、まだどういった場所でするかというところも、最終的に詰めとると

ころなんですけれども、基本的には、一時保育の場所を圧迫しない場所で考えておりまして、そちらのほうが

制限されるということはないように進めております。 

○濱口正久委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 どうしても同じところでやったりとか、同じ先生がやるというイメージがちょっとあった

もので、そこのところを確認したかったんですけれども、別のものとして、ちゃんと別の場所もつくってもら

えるし、別の先生が来てやってもらえるということで理解いたしました。ありがとうございます。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  資料のほうの説明いただきました。この中で、こども誰でも通園制度を来年４月から開催ということになり

ますと、あと４か月ですか、になろうかと思うんですけれども、その中で利用料金、そして利用する保護者の

親子で一緒に親子通園というか、そういうふうな形になろうかと思うんですけれども、一時預かりのほうで、

精神的には鳥羽市も子育てのほうを見ていただいているんですけれども、利用料金とか、そういうふうなんは、

子供１人当たり月１０時間を上限という時間の保護者の方が預けたいんだという時間になろうかと思うんです

けれども、その１０時間というのは１か月のトータルの時間で見るようになるわけですか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 まず、時間なんですけれども、１か月１人当たり１０時間というのが上限とされている制度でご

ざいます。また、先ほど言われた保護者の方が預けるということで、もう当初説明させていただいたんですけ

れども、なかなか難しいところであるんですけれども、子供を通わせて集団とか、ほかの子と関わりを持たせ

たいという思いで通わすのが今回の制度となっておりますので月１０時間で、その他に保護者の方がリフレッ

シュとか病院行きたいとか、そういったときで預けたい場合は、従前の一時預かり事業を利用していただくと

いう形となっておりますので、両方上手に活用していただければいいかなと思います。 

  あと、利用料金なんですけれども、実際、まだ国のほうから令和８年度以降の利用料金等の在り方について

は整理の上、またお示しするという形で、今まだ示されていない状況でございますので、まだちょっとこちら

で出すことはできなかったんですけれども、１つの例としまして、令和７年度にもう既に先行して実施してい

る自治体もございまして、令和７年度の取扱いにつきましては、１時間当たり３００円程度を標準としての保

護者の方から徴収可能という形で制度が実施されているところでございます。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  それでは、保護者の方の立場になって質問させていただきました。 

  今度はこの中の整備をされていく中で、保育士さんが不足しているところを懸念するわけですけれども、そ

ういうところは大丈夫なんでしょうか。 



－7－ 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 新たにこの事業を進めるに当たりまして、保育士を２人配置する必要がございます。 

  まず、ただ２人なんですけれども、１人は子育て支援センターのほうに、もう既に職員と兼務という形にな

りますので、新たに配置するのは１名を配置する形となると思います。 

  委員おっしゃられるように、保育士が不足している中ということで、こちらのほうもその保育士の数という

のを懸念するところではございますけれども、この事業を円滑に実施していくために配置のほうをこれから進

めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  ちょっと詳細な部分も聞かせていただきました。また、お答えいただきました。 

  こども計画で様々なニーズが計画の中にもあったのは承知しております。また今後４月からの制度になりま

すけれども、子育ての支援に尽力していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかに。 

○坂倉広子委員 引き続いて、子供のどんぐり……。 

○濱口正久委員長 待っていただけますか。 

○坂倉広子委員 また、すみませんね。 

○濱口正久委員長 議案第４９号についてほかにございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 確認ですけれども、先ほどの副参事の説明で、この条例の制定ということで従うべき基準とい

うことで、国に準じた基準であるという話を聞きました。全てがこの中身、かなり厚い文面になっております

けれども、全てが国の基準に沿うたものであるのかということを確認したいのと、この中で、国の基準にない

鳥羽市の基準が入っているとか、そういうことはないのか再度確認させてください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 この基準につきましての説明の中で従うべき基準と参酌すべき基準と説明させていただきました

が、この内容につきましては、もう内閣府令と同じとなっております。鳥羽市独自の基準を設けている条項は

ございません。 

○濱口正久委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  条例の制定ということですもんで、中身は確認させてもらいましたけれども、鳥羽の基準はないということ

ですんで理解しました。ありがとうございます。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 まず、立法事実についてお尋ねいたします。 

  対象は生後６か月から３歳未満児です。本市の該当子供数とニーズの調査を行われたというふうに思うんで
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すけれども、先ほどの副参事の説明では５人をめどにということでしたけれども、そういうふうに、まずキャ

パを決めて、それ以上要望があれば、それは却下ということになるんでしょうか。それを理由について説明し

てください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 まず、人数の見込みなんですけれども、対象となる子供がゼロ歳から３歳未満で３７人を想定し

ております。この子供たちが１人当たり月１０時間、マックスを使うとなると３７０時間という、単純に

１０時間掛けるだけなんですけれども、３７０時間となります。それをこちら、今想定しています提供する時

間を９時から４時と仮に仮定した場合に、それで月当たり時間割りますと１日当たり２.８人の定員という形

になりまして、鳥羽市内の子供さんだけで考えると３名から４名程度の定員の面積等の確保すれば、当然、そ

の日に集中して申込みがあった場合は、時期をずらしてもらうとか、そういうお願いをする可能性はあるとは

思うんですけれども、基本的にはキャパの中に収まっていくものと考えております。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 確認ですけれども、生後６か月から３歳未満児の未就学児というのが３７人ですか。もっと全

体多い中で、ニーズがあるというのが３７人ですか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 いや、すみません、そのお答えの前に、先ほど想定を９時から４時ってお答えさせてもろたんで

すけれども、人数を換算すると９時から３時で今考えておりまして、それでいくと２.８人。 

  先ほどの３７人ですけれども、全体の人口から、今想定するゼロ歳から２歳までの令和８年４月現在の人口

が１２７人を想定しております。そこから既に保育所の入所の申込みを出していただいてるのが９０名みえま

すので、その差として３７名。 

○戸上 健委員 なるほど。 

○山本副参事 になります。なので、鳥羽市内の未就学児で利用される方のマックスが３７人という感じで考え

ております。 

○戸上 健委員 分かりました。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点目ですけれども、先ほど、これに即して職員を１人増やすということでしたけれども、

１人増やすのは保育士資格を持っている保育士さんを増やすという理解でよろしいんでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 保育士を配置する予定です。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 生後６か月から１歳未満を預かる場合には、３人に対して保育士１人ということになっており

ます。 

  先ほどの副参事の説明で、５人まで想定ということでしたけれども、５人全員が１歳未満と、保育士１人で

３人ということになれば、これにそぐわないというように思うんですけれども、そのあたりの手当てはどうい

うふうにするんでしょうか。 
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○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 おっしゃられるように、ゼロ歳児につきましては３対１、３人に対して１名という形になってお

りまして、先ほど説明のときに、規準として２名が必ず必要やということで、そのうちの１名は、今、子育て

支援センターに勤務している保育士が兼務するという形になりますので、その日にゼロ歳の子が４人来るとい

うことが仮に起こった場合は、その子育て支援センターの勤務の職員が配置して２名体制で見るという形で考

えております。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 新たに配置する保育士ですけれども、その保育士は、現在保育所に勤務している保育士を異動

させてということになるんですか、それとも新たに保育士を募集するということになるんでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 それに関しましては、これからの人事異動の中で検討していくことになりますので、ちょっとこ

の場での回答はお控えさせていただきます。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 委員会でも何度も議論になったんですけれども、今鳥羽の保育士さん、保育所の職員、半数以

上非正規の職員です。正規の保育士資格を持って保育している人とそうでない人で今支えてもらっているわけ

ですわね。保育士不足ということになります。例の３０人に１人から、３歳以上２５人に１人ということにな

ったもんだから、国のほうで鳥羽市のほうは大丈夫かという議論になったときに、保育士不足ということにな

って非常に苦慮しておりますというのが執行部の答弁だったというふうに思うんですよ。ですから、保育士が

不足している中で、新たに人事異動で配置を考えるという副参事の答弁だったけれども、全体として考えて、

そして、このこども誰でも通園制度での保育士配置ということになるというふうに思うんです。 

  これは、この条例の中でもうたわれとるけれども、新たなスキルが必要だと、衛生的な環境において素養が

あり、かつ適切な訓練を受けた職員で保育していくということがうたわれております。これまで保育所に入っ

ていなかった子供が突然短時間やってくるわけですわね。子供にとってはですよ、親の後追いをしている時期

の子供で、突然見知らぬところに放り込まれるわけです、短時間ですよ。そうなると、その子供に対して担当

する保育士が本当にベテランで柔軟な対応ができるということが迫られるというふうに僕は思うんです。 

  そのあたりを、特にこの条例の中では新たに研修をするということになっておりますけれども、担当課とし

ては、どういうふうに考えておるんでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 先ほども具体的な人事異動のことになりますので、どういった職員をというのは控えさせていた

だくと答えさせていただいたんですけれども、当然、委員おっしゃるように、継続して通われている子供では

なく、初めて親御さんの手から離れるとか、そういったことで、当然通常の保育とはまた違うスキルが必要と

なってきておりますと感じております。 

  当然、衛生管理等も書いてあるんですけれども、これに関しては保育所に関しても同じような規定がされて

いると思いますので、そういったスキルに関しては、鳥羽市で働いていただいている保育士全て皆さん持って

頑張ってきてもらっていると考えております。 



－10－ 

  いきなり初めて保育をするような方を配置するというのは、経験験値も含めて、なかなか難しいのではない

かというのは当然考えるところでございますので、そういったところも考慮しながら、人事異動のほうで配置

のほうに努めていきたいと考えております。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。了解です。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

  木下委員。 

○木下順一委員 今までの話聞かさせていただいとって、これ全国に一律に、こども誰でも通園制度が導入され

て始まってくるわけで、説明の中では、一部令和７年度から伊勢市とか松阪市なんかは始められとると思うん

ですけれども、４月１日から問題なく、預かる側の体制も含めてスタート切れるという認識でよろしいですか、

ここははっきりしたってください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 そうですね。人員配置、設備等も含めて、令和８年４月１日から受入体制のほうは整備していけ

ると考えております。 

  ただ、申込みがいつからあるかというのは、ちょっと分からないところなんですけれども、体制はしっかり

と整備していきたいと考えております。 

○濱口正久委員長 木下委員。 

○木下順一委員 それら含めて周知とか広報、そのあたりもしっかりやっていただきたいと思っています。よろ

しくお願いします。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に、議案第５２号について、ご質疑はございませんか。 

  倉田委員。 

○倉田正義委員 お願いします。 

  ３６ページあたりに地域限定保育士という部門が新しく入ってきたと思います。この資格については、県の

ほうが資格試験についてはすることだとは思うところでありますが、採用についてです。 

  これまで鳥羽市も行ってきた採用、保育士等と同様に受験機会や採用については、状況が同じになっている

んでしょうか、このあたり教えてください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 地域限定保育士につきましては、三重県が認定地方公共団体になればというところで、既に11月

13日付で三重県が認定地方公共団体として、こども家庭庁のほうから認定されております。実際、来年度の保

育士の資格試験のほうで地域限定保育士試験のほうを県のほうが実施されることになると考えております。 

  本市の採用試験につきましても、こちら、子育て支援室の部門で考えますと、通常の保育士と同等の扱いで
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勤務していただくことができますので、これらについて、この制度のほうを総務課のモチベーション係のほう

に地域限定保育士も採用要件に含めていただくように要望のほうを出していきたいと考えております。 

○濱口正久委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  先ほどからも話が出ていますように、市内の保育不足、この限定保育士があることで、またうまくいけるこ

ともたくさんあるのかなというふうに思います。 

  これまで大学、短大等専門の資格の取れる大学等でなければ取れなかったところが、一般の資格のない者で

も受験できるということで、随分広がりが持てるのかなと思っていますので、このあたり、鳥羽市としても採

用する上で、この資格取得についても含めて広報的なことは予定はされていますか、どうでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 この地域限定保育士を積極的に鳥羽市としてＰＲというのは、ちょっと今のところ考えてはない

んですけれども、問合せ等がある場合は、基本的に保育士試験は筆記試験と実技試験という形で行われていま

すけれども、今回のこの地域限定保育士が実技試験のところが緩和されて、三重県が指定する実技講習を受け

れば、筆記試験合格とともに地域限定保育士という資格を得られますので、そういったことをこちらのほうも

問合せに応じてお勧めさせていただくことは考えております。 

○濱口正久委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  ぜひとも市民、一般の中に広がって保育士についても十分な確保ができるように、正規登用も３年後にはあ

るというふうな制度だと聞いていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 地域限定保育士のお話が出たので、ちょっと確認させてもらいたいんですが、潜在保育士、い

わゆる資格を持っていて休職している、あるいは保育士の仕事は就いていないという潜在保育士さんのことに

ついては、どのようにお考えでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 潜在保育士につきましては、もう既に保育士資格を持たれていて、育児等のために現場を離れて

今は働いていないという方のことを指すと思うんですけれども、そちらにつきましては、三重県の社会福祉協

議会のほうが、私、ちょっとここに来る前に人事のほうを経験していたときに活用させていただいたんですけ

れども、三重県の社会福祉協議会が保育士バンクという形で、そういった潜在保育士の方で再び働きたいとい

う方が登録する保育士バンクという制度がございまして、そちらのほうに登録している方が潜在保育士として

活用できるかなと考えておりまして、こちらのほうも採用試験の実施のときに、そこへ周知のほうをお願いし

たりしておりましたので、そういった取組で潜在保育士のほうは発掘のほうをしていければなと考えておりま

す。 

○濱口正久委員長 坂倉委員。 
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○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  聞かせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に、議案第５３号についてご質疑はございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 議案第５３号の鳥羽市放課後児童クラブの設備及び管理ついての条例のご説明をいただきまし

た。 

  そして、こちらのほうの新旧対照表の３５ページのところになるんですけれども、改正案の（新）のほうで

すけれども、「小学校に就学している児童であって」というところが、（旧）のほうでは、「小学校に就学す

る１年から３年という児童」というふうに書かれて、ここが変更になったという説明を副参事のほうからいた

だきました。 

  それで、説明の中で６年生までというお話だったんですね。 

  ということは、これを全体的にエンゼル・クラブ、たんぽぽ、そしてどんぐりという新しい放課後クラブを

このような形で６年生までやっていきますよというふうに考えているのでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 委員おっしゃられるように、来年度からは小学校１年生から６年生までの児童を対象にしていき

たいと考えております。 

○濱口正久委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  そうすると拡充、いわゆる子供さんを預ける年数が拡充されたというふうに理解いたしました。 

  そのようになってきますと、先ほども言わせていただいているように、見ていただく方の人数というのはど

のように、変更があるのであれば教えてください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 今回のこの改正は、対象の児童を原則３年生までとしていたものを６年生までに拡大するもので

ございますけれども、定員のほうは４０人そのままで行っておりますので、人員等につきましては、今の人員

のまま、当然どんぐりにつきましては、これから人員のほうを確保しに行く必要があるんですけれども、定員

は４０名ですので、体制としては現状のままという形となります。 

○濱口正久委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  こういうふうなところになりますと、夏休み、冬休みで、また見ていただけるという保護者の方にとっては、

大変利便性のあることだと思います。また、こういうふうに子育てに尽力していただくわけですので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 
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  倉田委員。 

○倉田正義委員 関連してお願いします。 

  今回学年が拡大されたということで、本当に９月の時点から随分ご努力していただいたのだというふうに感

じております。 

  これからまた保護者への募集案内等を配られることだ思うんですが、このあたりについても十分明記してい

ただくことになるんでしょうか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 募集につきましては、この議案をご可決いただいた後、今年度につきましては、１月の広報とば

に掲載して、募集のほうを始めたいと考えております。 

  当然、その中には、児童については３年生までというこれまでの表記ではなく、小学校に在校する児童とい

うような表記で、全体が対象ですよという形で募集のほうをかけていきたいと考えております。 

○濱口正久委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  ぜひとも拡大されたということが伝わることで、また市の努力という部分もアピールできますように、ぜひ

ともよろしくお願いします。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

  世古雅人委員。 

○世古雅人委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、この今の関連してですけれども、４年生以上の現状の

預かりというか、児童はどれぐらいいるかというの分かりますか。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 原則今３年生までとしておるんですけれども、継続して利用される場合で、これまで利用されて

いる方であって定員に空きがある場合に限り、これまでも一部預かっている実態がございまして、今現時点で

は２名の子供を預かっていると聞いております。 

○濱口正久委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 今、少子化というか児童数が減少していく中で定数が４０名、そういったところで、今は小学

３年生までという、基本的には、今言われたように超えている児童も預かっていることもあるかと思うんです

けれども、これから想定していく中で、もしオーバー的になった場合には、やはりこれは低学年を優先するの

かどうかというようなことは考えているでしょうか、その辺をちょっとお聞かせください。 

○濱口正久委員長 山本副参事。 

○山本副参事 委員おっしゃられるように、６年生まで拡大したら、申込みが増えて定員を超えてしまうという

ことも想定はされます。 

  当然委員おっしゃられたような形で低学年を優先という形では、先ほど申し上げた募集要項にも、そういっ

た点は明記していきたいなと考えております。 

  ただ、４０人を超えたら駄目かと言われるとそうではなくて、今現状も登録に関しては５０名から６０名の
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登録があって、日々の利用の仕方で定員４０名程度のところで調整を今現在はしていただいておりますので、

そういったところをクラブのほうと協議しながら、できる限り預かれるような方向で進めていきたいと考えて

おります。 

○濱口正久委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 確かに、その日によって預かる人数が違ってくるというのは承知しています。そういったとこ

ろで、自分はそういう申し込んだけれども、超過しているということで、ちょっと預かれないという場合もあ

るかなと思って、ちょっと質問させてもらいました。 

  少子化のために、これからはなるべく預かれる環境にしようという考え方で、こういう改正になったんかな

というふうにその辺は理解します。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に、議案第５４号、鳥羽市消防団条例の一部改正について、議案第

５５号、鳥羽市火災予防条例の一部改正について、担当課の説明を求めます。 

  消防長。 

○世古消防長 消防本部、世古です。よろしくお願いします。 

  提出議案、３９ページをお願いします。 

  議案第５４号、鳥羽市消防団条例の一部改正について、説明させていただきます。 

  提案理由につきましては、消防団員の定数を実情に合わせた組織体制に再編成するため、所要の改正をいた

したく本提案とするものです。 

  提出議案４０ページ、新旧対照表３６ページをお願いします。また、事前に提出をしております資料、各分

団の団員数の上限一覧表も併せてご参照ください。 

  一部改正の内容につきましては、人口減少、高齢化に伴い消防団員が減少しているため、第３条で規定して

います消防団員の定数を４９０人から４５０人に改めるものです。 

  各分団の団員数の内訳は、提出をしています資料のとおりになります。 

  なお、この消防団条例を一部改正するに当たりまして、分団長会議において協議を行い、承認を得ているこ

とを申し添えます。 

  期日、施行日は令和８年４月１日からの施行となります。 

  続きまして、提出議案４１ページをお願いします。 

  議案第５５号、鳥羽市火災予防条例の一部改正について、説明させていただきます。 

  提案理由につきましては、岩手県大船渡市で発生しました大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性

を高めるため、所要の改正をいたしたく本提案とするものです。 

  一部改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、新旧対照表３７ページから

３９ページをお願いします。また、事前に提出をしております資料、消防本部の２も併せてご参照ください。 

  資料の内容につきましては、今回の一部改正に伴い新たに規定される林野火災注意報及び林野火災警報の発
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令基準、対象区域、注意報または警報が発令された場合の規制のほか、周知方法等を記載しております。 

  それでは、新旧対照表のほうをお願いします。 

  第２９条では、火災に関する警報の次に、（法第２２条第３項に規定する火災に関する警報をいう。以下同

じ。）を加えています。これは、同条例上の火災に関する警報は、消防法第２２条第３項に規定するものであ

ることを明確にするものです。 

  同条第７号は、火災の警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制限について、一般的な事務所や住

宅における使用する設備・器具の従前からの変化等を踏まえ、削除するものです。 

  第２９条の８及び第２９条の９につきましては、新たに林野火災の予防に関する条項を規定するものです。 

  第２９条の８は、林野火災に関する注意報の規定について規定しております。 

  第１項は、市長は、気象の状況が林野火災の予防注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を

発することができること、 

  第２項では、林野火災に関する注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、市の区域内にあ

る者は、第２９条各号に定める火の使用の制限に従うように努めなければならないこと。 

  第３項では、市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、当該火の使用制限の努力義務の対象となる地域

を指定することができることを規定します。 

  第２９の９は、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用制限ついて規定し

ています。 

  第１項は、市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険

性を勘案して、第２９条各号に定める火の使用の制限の対象となる地域を指定することができることを規定し

ています。 

  第４２の３第３号中４５条を４５条第１項に改めています。 

  第４５条第１項第１号は、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為にたき火が含まれるこ

とを明確にしたほか、第２項では、消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる

期間及び区域を指定することができることを新たに規定しております。 

  施行日は、令和８年１月１日から施行となります。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。これより議案ごとに質疑を行います。 

  まず初めに、議案第５４号について、ご質疑はございませんか。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 消防団の団員数の定数を４０名削減するということなんですけれども、実際を見たら、もうし

ようがないのかなという思いもあるんですが、何か不具合が出るようなところというのはありませんか。 

  実数がこれよりも、定数よりも少ないんで、何とか今もぎりぎりの状態でやっていけるかなとも思うんです

けれども、あまり下げ過ぎていくと不安なところもあるんですけれども、本部としては、消防団の今の現状に

合わせることも大事ですけれども、定数を減らすことによって何かしていかないかんなという思いがあったり、

ちょっとそのあたりを教えていただきたいなと思うんですが。 
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○濱口正久委員長 金子総務室長。 

○金子総務室長 消防総務室長、金子です。よろしくお願いします。 

  委員おっしゃられるように、人員のほうは、当然多ければ多いほど活動は充実するんですけれども、実情に

合わせた人数ということで、こういう形で改正をしたんですけれども、当然、おっしゃられるように不安、こ

の人員で大丈夫なのかという意見はあると思うんですが、今後、機械を定期的に更新とか、少人数でも活動で

きるような軽量化とか、あとは、機械をさらに充実させるとか、そういった形で今後も検討していきたいと考

えております。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 なかなか厳しいところだなというのは、私も実は消防団員をさせていただいている中で思うと

ころなんですけれども、いわゆる災害支援団員というＯＢさんとかという方もいらっしゃる中で、畔蛸なんか

でもそういう方がいらっしゃるなと思うんですけれども、そこら辺をできるだけ拡充して実数ができるだけ乖

離が出ないようにしていく努力をするとか、いろんなやっていかれること、今までやっていることをもう一回

ギア上げてでも、やっていくつもりといった理解でいいんですか。 

○濱口正久委員長 金子総務室長。 

○金子総務室長 災害支援団員の充実ということなんですけれども、当然、その辺は地域にお願いして、ＯＢが

対象となりますので、その辺の方にはいま一度声がけをお願いしておるところです。 

  以上です。 

○瀬﨑伸一委員 頑張ってください。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に議案第５５号について、ご質疑はございませんか。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 林野火災の注意報とか警報とかを発令できる情報を整備するといったことなのかなと思うんで

すけれども、取組としては非常に今ホットな話題というか、大事なことだと思うんですけれども、普通の気象

警報って、結構いろんな場面で市民は安易に、簡単にその情報を得られると思うんですけれども、林野火災の

注意報であったり、警報であったりというのが発令されているよということを市民が知るすべというのは、何

か考えられていらっしゃいますか。 

○濱口正久委員長 齋藤予防室長。 

○齋藤予防室長 予防室長、齋藤です。よろしくお願いします。 

  周知に当たりましては、ホームページ、とばメール、その他ＳＮＳ等で周知をすることを考えております。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 かなと思った、その答えだろうなと思ったんですけれども、実はちょっと野焼きをしたりする

方というのがＳＮＳ使っていない場合っていうのは多いかなと思うんです。とばメールを使われるということ



－17－ 

なんで、ある程度のところは網羅できるかなとは思うんですけれども、本当に発令が出て、これ、罰則規定も

あるものだろうなと思うんで、もう少しそこら辺、努力をされたほうがいいかなと思うんですが、あとはどう

したらできるのか。広報とばの防災の無線で発令中と言ってもらうのも一つかなとは思うんですけれども、そ

れをあまり言うてしまうと怖いかなというところもちょっと考えられるんですけれども、若干ＳＮＳだけでは

弱いかなと思うので、ぜひもう一度本部のほうでお考えいただければなと思います。 

  要望です。よろしくお願いいたします。 

○濱口正久委員長 齋藤予防室長。 

○齋藤予防室長 先ほどありました防災無線等を使って等のご意見、ありがとうございます。 

  先ほど委員もおっしゃられましたとおり、あまり放送が何度もなってくると、ちょっと何か難しいところが

あるかと思いまして、警報の際には、そちらのほうは促すということは考えております。 

  先ほどありましたように、その他のほかにどういうふうにしていいかというのは、今後また考えていきたい

と思います。 

  以上でございます。 

○瀬﨑伸一委員 よろしくお願いします。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、説明員入替えのため、暫時休憩いたします。 

（午前１１時０１分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時０７分 再開） 

○濱口正久委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  続いて、議案第４８号、鳥羽市観光まちづくり基金条例の制定について、担当課の説明を求めます。 

  高浪課長。 

○高浪観光商工課長 観光商工課、高浪です。どうぞよろしくお願いします。 

  議案第４８号、鳥羽市観光まちづくり基金条例の制定について、ご説明いたします。 

  提案理由は、将来にわたる観光まちづくり施策の推進に資するため、地方自治法第２４１条第１項の規定に

基づく基金を設置したく、本提案とするものです。 

  本条例は令和８年４月から導入予定の宿泊税についてその使途のほか、基金の管理等に関することについて

定めたものでございます。 

  まず第１条では、基金の設置目的を定めております。 

  本市の観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実、市民生活との調和を図りながら持続可能な観光まち

づくりを推進するため、当該基金を設置するものでございます。 

  第２条では、基金の積立てについて規定しており、第３条から第５条までは、基金の管理及び運用に関する

規定でございます。 

  基金の保管、収益の扱い、また必要に応じた繰り替え運用の方法など、適切な財政運営が行えるよう定めて
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おります。 

  第６条では、処分として基金の具体的な活用範囲を示しております。 

  内容としては、宿泊客の満足度向上に資する施策の推進、観光基盤の整備を含む観光客の受入体制の強化、

景観や地域資源の保全・活用、観光関連団体の組織強化、宿泊税の周知や賦課徴収に要する費用として、観光

地としての魅力向上や地域経済の活性化につながる事業に活用できるよう５つの項目を規定しております。 

  さきにお渡ししております資料に基づき、宿泊税の使途について補足する形でご説明したいと思います。 

  資料をご覧いただいてもよろしいでしょうか。 

  ２ページございます。 

  まず、資料１ページをご覧ください。 

  宿泊税【観光まちづくり基金】と入湯税【観光振興基金】のすみ分けについて示したものでございます。宿

泊税と入湯税のすみ分けについて示したものになります。 

  まず、入湯税【観光振興基金】については、大きく観光振興に資する事業に活用しておりますが、今回宿泊

税の使途について具体的にすることで明確なすみ分けをしております。 

  １ページ目の左側、赤色の部分、宿泊税について、先ほどの条例案第６条、処分の５つの項目について①か

ら⑤で示しました。また、それぞれの枠内には、想定される事業案を記載しております。 

  右側、緑色の入湯税【観光振興基金】をご覧ください。 

  入湯税の使途は①から④でございます。この中の②観光振興（観光施設の整備を含む）の枠内には具体的な

実施事業を記載しておりますが、赤字で示した事業、誘客キャンペーン、魅力アップ補助、プレミアム商品券

販売といった事業については、宿泊客の満足度向上及び直接宿泊客の利益につながる事業であることから、令

和８年度からは宿泊税を財源として実施していく予定でございます。 

  次に、資料２ページをご覧ください。 

  こちらは宿泊税を活用した事業の流れでございます。 

  大きく２つに分かれております。 

  真ん中から左側にかけてですが、赤枠部分は地域ＤＭＯを中心とした民間団体が行う事業。右側、オレンジ

色、茶色の部分は行政が行う事業でございます。 

  赤い枠の部分は、①地域ＤＭＯ、いわゆる鳥羽市観光協会。②同じく地域ＤＭＯ、相差海女文化運営協議会

が実施する宿泊促進事業。そして、③宿泊施設への直接補助や奨励金となっております。 

  また、右側④、鳥羽市と書いておりますが、鳥羽市が実施する事業は観光インフラ整備事業、二次交通や防

災対策など、宿泊観光地としての受入体制の強化に関する事業でございます。 

  これら宿泊税を活用する事業については矢印が下のほうに伸びておりますが、報告として、宿泊税を使って

いく上でのガバナンス体制・管理体制を保つ組織として、既存の観光基本計画管理会議に財政部門の課長、旅

館組合から数名を加えた会議体で使途や進捗について効果的な事業が実施できているか、目標値は達成してい

るか、収支は適正であるかといった議論をし、改善等を加えながら持続的な観光まちづくりを進めていきたい

と考えております。 

  以上、鳥羽市観光まちづくり基金条例の制定について、ご審議いただきますようお願いいたします。 
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○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。 

  議案第４８号についてご質疑はございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ６条の基金の処分についての５項目についてお尋ねいたします。 

  １点目の宿泊客の満足度向上に資する施策の推進については、それは該当するというふうに思うんですけれ

ども、２項目め、３項目め、４項目めというのは宿泊客だけではなくて、宿泊しない観光客にも資するという

ふうに思うんですけれども、鳥羽市の受入観光客数というのは、宿泊しない観光客が倍以上おります。 

  何で宿泊する人に課税して、そういうこの２から４までの事業に該当させるんでしょうか。 

○濱口正久委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 ありがとうございます。 

  宿泊税の使途については、旅館組合さんを中心とした各観光団体の皆様との意見交換を経て、この５項目に

決定をさせていただいておりますが、もちろん、戸上委員言うように、宿泊者から徴収させていただく税でご

ざいますので、宿泊客の満足度向上に資するところが一番大事でございます。 

  第６条処分のところの２号から４号に関しましては、確かに日帰り客に対しても満足度が高まる事業になる

と思いますが、それも全て宿泊客の満足度向上に資するものにはなっております。 

  持続可能な観光地づくり、観光まちづくりを進めていくための基金条例でございますので、鳥羽市が観光地

として未来永劫続いていくようなまちづくりをするための基金として理解をしておりますので、観光事業者の

皆様のご理解の下、このように使途を決めさせていただきました。 

○濱口正久委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 説明は分かるんだけれども、僕はこの宿泊税を審議した９月議会、丸々休んどったもんでね、

手術の直後で。言及するということは、ちょっと自分でも二の足踏むんだけれども、宿泊税に関しては子供か

らも取る、修学旅行生からも取る、入湯税も取って、宿泊税も取る。鳥羽へ観光に来られた方は、消費税も払

い、入湯税も払い、宿泊税も払いということになる。 

  果たしてそれで観光地としての矜持を持って僕は進めてほしいと。旅館組合も観光協会も商工会議所もそう

だけれども、いろんな団体もそうだけれども、それに照らして、いかがなものかという意見も持っています。

ちょっと討論みたいになってしもうたけれども、今回の基金についてはそういう意見です。ちょっと解せんと

いうことです。 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。 

  ほかにございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これ、やっぱりＤＭＯをうまいこと利用するんですけれども、やっぱりコンベンションとの関

係というたら、インバウンドが入っていますよね。インバウンドの取組をＤＭＯ本来ができない状態はこのま

ま続くんですか。それは何かというと、やっぱりコンベンションが指導して、今まで鳥羽市がやってきていま

すよね、インバウンドに関しては。全部インバウンドはフランス行くんでも、全部説明できひんだわけですよ

ね。コンベンションがやっとるもんで中身まで説明できませんとか、やっぱりそれではＤＭＯの仕組みという
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んがそこで隠れてしまうといかんよって、そこら辺も共有した中で物事を進めていただけるんかいな。 

○濱口正久委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 ありがとうございます。 

  インバウンド事業につきましては、大きく分けると２つあります。 

  インバウンドをお客様を連れてくるための誘客に係ること、例えば海外へ行ってのセールス。そして、もう

一つは、お客様が来たときの受入体制の整備です。それは外国人の方が来たときに語学であったり、生活様式

であったり、いろんなところが違いますので、外国人の方を受け入れるための受入体制を整備すること、この

２つがあります。 

  コンベンションに関しては、海外セールスのほうを担っていただいております。 

  ただ、コンベンションが中心というわけではなくて、鳥羽市もインバウンド政策やっておりますし、鳥羽市

の観光協会はじめ、会議所さんも含めて、皆さんインバウンド対策やっておりますので、コンベンションが全

てではございません。 

  今回、宿泊税に関してはお客様がいらっしゃった、宿泊された方が満足される受入体制の強化が必要でござ

いますので、セールスに関しては宿泊税では行いません。ですので、来ていただいた方が満足できるように、

例えば部屋の修繕をする補助に使ってみたりとか、そういうことを考えております。ですので、しっかりと組

織体にしても、税の使い道にしてもすみ分けをしていきたいと思います。 

  コンベンションありきではないことをもう一度言わせていただきます。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 僕はＤＭＯにお金集中して入ってきたときに、その中でコンベンションのほうには別のお金を

ちゃんと使うという考え方でよろしいんやね。宿泊税の中からは使わない。今言われとるように、区別されと

るわけですからね。 

○濱口正久委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 おっしゃるとおり。もちろん、使い道、使途ですね、どういうことに使うかによって違っ

てきますが、現在のところ、コンベンションでは海外セールスがメインでございますので、そこには宿泊税は

使わない想定でございます。 

  ですので、もしコンベンションにお金が、予算がいくとしたら、負担金と行くとすれば、入湯税の中から、

観光振興事業という大きなくくりの中からいくことになります。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 どっちにしたって、コンベンションにいったら、やっぱりお金の流れまでは、僕らにしっかり

と中身まで見せれるような状態をつくってもらわな。区分されとるから、コンベンションの補助金に関しては

説明責任がないんやとか、そんなんでは、やっぱり税ですからね。目的がある限りは、それをしっかりと区別

して今後進んでいってください。お願いします。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 
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  世古安秀委員。 

○世古安秀委員 宿泊税を基金に積み立てて、様々な観光振興に事業を進めていくということですけれども、こ

れと、資料をもらったのの裏面のほうですかね、これＤＭＯとかっていうふうに書いてありますけれども、ち

ょっと確認ですけれども、まず最初、宿泊税の見込みというか金額というのを、今年はあれですけれども、来

年というか、８年度は、まずは、どれぐらい見込んでいるのかということをまずお聞きします。 

○濱口正久委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 宿泊税の見込みについては、恐らく３月の議会の当初予算のところで説明をしていただく

ことになろうかと思います。税務課のほうがですね。 

  今、宿泊客の推計値が１６０万人ぐらいですので、それに２００円を掛けるという形になります。ただ、推

計値１６０万人で、実数値ではございませんので、ちょっと分からないところではあります。 

○濱口正久委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 大体３億円そこそこの数字になるかとは思いますけれども、次に、裏面のところに受入体制整

備、インフラ整備というふうなことで、鳥羽市の事業として、いろいろとこういう事業に使いたいんやという

ふうなことが書かれておりますけれども、この中の観光インフラ整備、一番上ですね、美観を保持する、道路、

公園等というふうに書いてありますけれども、これは、私、以前、この議会のときにも一般質問させていただ

いて、１６７号線の駅前の辺りからのずっと赤崎ぐらいまでの中央分離帯の除草を景観の保持とか、それから

パールロードの樹木の伐採とか、こういうことに対してもこの宿泊税を導入するというふうな、使っていくと

いうふうなこと、そういうことが想定されているのかどうか、そこをお聞きします。 

○濱口正久委員長 答えますか。 

  高浪課長。 

○高浪観光商工課長 それも予算要求がされており、それ、３月の議会に予算の提案がされると思います。その

中で、そういった事業に使うかどうかというのは、はっきりするとは思いますが、美観保持というところは、

旅館組合さんであるとか、いろんなところと意見交換した中で、やはり、まちの美化に取り組んでほしいとい

う意見もございましたので、そのあたりは加味しておりますので、観光商工課に限らず、全庁的に説明会や事

業提案もしていただく場を設けたこともありますので、考えているかもしれません。ちょっとそこまでしか、

今のところは答弁できません。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 ありがとうございます。 

  それも想定して、もう各おかみの会とか、様々なところからもそういう要望もね、市長もこの間、きれいに

したいというふうなこともおっしゃってみえましたから、考えていただきたいなというふうに思います。 

  もう１点、ちょっと観光商工課長の範囲内でもないかも分かりませんけれども、市道で各町内会がいろいろ

と草刈りをして美観に協力しているところ、ボランティアでやっているところがあるんですけれども。 

○濱口正久委員長 世古安秀委員、今回鳥羽市観光まちづくり基金条例のところですんで、そこについて質問願

います。 
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○世古安秀委員 分かりました。ちょっとここの項目があったもんで、その辺でどうか。それは、ちょっと建設

課なんかにまた聞いてみたいと思います。 

  あともう一つ、この裏面のほうでＤＭＯとか、それから市役所というふうな、基金が入った場合に、基金と

いうか、入湯税入った場合の配分とかというのは、どこに宿泊税をどういう事業にどれぐらいの配分で割り当

てるかというふうな、そういうことは考えられておりますか。 

○濱口正久委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 基金条例の中には配分等うたっておりません。何か明文化されたもので配分をうたえるも

のは想定しておりませんので、配分については考えておりません。やはり何をするか、それに幾らかかるかと

いうことで決めていくことになろうかと思います。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 ありがとうございます。 

  今後、やっぱり来たお客さんが、戸上議員も言われたけれども、宿泊者だけじゃなくして観光客４００万人

超える人が来ておりますので、その人たちがやっぱりきれいな鳥羽にまたもう一度来たいな、いい観光地やか

ら、もう一度またリピーターにつながるような、そういう施策をこの基金を使って進めていただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○濱口正久委員長 ほかにございませんか。 

  議長。 

○河村 孝議長 すみません。発言の機会、ありがとうございます。 

  今回、委員長おっしゃってもらっているとおり、まさしく観光まちづくり条例なわけで、そこを担当課がし

っかりヒアリングをして上げてきた条例です。それで、ある程度入湯税とのすみ分けをこうやって明記してく

れていますけれども、基本的には条例ですから、幅広く構えてもらったほうがいいと思うんですよ。逆に小さ

く構え過ぎて使い勝手の悪い条例ではいかんわけです。 

  幅広く構えてもらった中で、どうやって実施していくかというのは、まさしく次の予算で上がってくる話な

んで、内容については、そこを議会としては、しっかり審査するべきであって、今回あくまでも条例ですので、

そういったところでの審査をしっかりしていただければなと思います。委員長、すみません。 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。 

  ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 なければ、次に、議案第５０号、鳥羽市印鑑条例の一部改正について、担当課の説明を求め

ます。 

  市民課、小島課長。 

○小島市民課長 市民課、小島です。よろしくお願いをいたします。 

  提出いたしました議案についてご説明申し上げます。 



－23－ 

  議案書は１７ページをお願いします。 

  議案第５０号、鳥羽市印鑑条例の一部改正についてでございます。 

  提案理由につきましては、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴い、所要の改正を行うもので、主に改正に伴い発生する参照部分の号ずれの整備を行うものとなっ

ております。 

  新旧対照表は１ページをご覧ください。 

  まず、第１２条では、今回の改正に合わせて見出しと条文との合計５か所で従来の平仮名表記の「まっ消」

を漢字表記の「抹消」に改正をさせていただいております。 

  次に、第１４条では、電気通信事業法で移動端末設備を規定している「第１２条の２第４項第２号ロ」を

「第１２条の２第４項第３号ロ」に改めるものです。 

  なお、移動端末設備とはスマートフォンを指しておりますが、電気通信事業法の号がずれただけで、定義の

内容等については変更ございません。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。 

  議案第５０号についてご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に、議案第５１号、鳥羽市職員等の旅費に関する条例等の一部改正に

ついて、担当課の説明を求めます。 

  総務課勢力課長。 

○勢力総務課長 総務課、勢力です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案のほうの説明させていただきますので、議案書１９ページから、新旧対照表のほうは３ペー

ジ、また資料を提出させていただいておりますので、そちらのほうをご覧ください。 

  まず、議案書１９ページです。 

  議案第５１号、鳥羽市職員等の旅費に関する条例等の一部改正についてでございます。 

  提案理由につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、本市職員

等に係る旅費の規定を見直したく、本提案としたものでございます。 

  まず、国においては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、令和７年４月１日より施行され

おりました。こちらについても、現状の経済情勢に合うようにするほか、事務負担軽減を図るため、旅費制度

が見直されたところでございます。また、他の地方公共団体においても、この改正時期は様々ですが、改正を

行われている市町もございました中、本市においては、本年３月、鳥羽市の市議会のほうから職員の規定を現

状に即したように見直されるよう提言書をいただいたところでございまして、総務課においても、他の地方自

治体とのバランスを考慮した上で、実情に合ったような改正できるか検討された中で今回の改正とさせていた

だきましたので、よろしくお願いいたします。 

  内容については、提出させていただいた資料で説明させていただきますので、資料の１ページをご覧くださ

い。 
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  まず、議案第５１号の中で、今回、鳥羽市職員等の旅費に関する条例の改正に伴い、他の条例４条例につい

ても改正を行っておりますので、この条例改正について５つの条例の改正をさせていただいております。 

  まず最初に、鳥羽市職員等の旅費に関する条例の主な改正内容でございます。 

  １つ目ですが、旅行者に対する旅費の支給に代えて、直接旅行代理店やクレジットカード会社等に旅費等の

同額を支払うことができるような規定を新設させていただいております。 

  これが想定されるものについては、よくパック旅行と言われるような交通費と宿泊費が伴うようなものが直

接払えるような形にさせていただくような規定となっております。 

  続きまして、２つ目、第６条関係になりますが、各種旅費の種目を国の改正に合わせて整理するものでござ

います。 

  主なものにつきましては、今まで日当となっていたところを宿泊手当、また宿泊料となっていたものを宿泊

費、先ほど説明したパック旅行が該当とする包括宿泊費というものを整理したものでございます。 

  続いて、３つ目と４つ目が今回の主な改定になろうかと思いますが、宿泊費を定額支給から上限付の実費支

給に変更するよう、地域の実情等を勘案して宿泊基準額を定めたものでございます。 

  資料にあります現行定額１万２,０００円、これは県外でございますが、県内ですと９,８００円でございま

した。こちらが改正後は、８,０００円から１万９,０００円の基準額で上限とさせていただくところでござい

ます。 

  備考にございますように、国の基準額に合わせて、地域別というのは各都道府県となっておりますが、こち

らの設定に合わせたところでございまして、一番高い１万９,０００円につきましては、埼玉県、東京都、京

都府が１万９,０００円となっております。三重県におきましては、先ほど９,８００円と今現在なっておりま

すが、こちらが９,０００円という形で設定させていただいております。また同じく、この１３条の２項にお

いて「規則で定めるべく特別な事情というもの」を今後規則でも定めさせていただきます。こちらについては、

基準額を超えるような特別な事情があったときをその支給ができるよう見直しをさせていただいております。 

  １つ目が、会議等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難なと

き、この場合は、超えて支給ができる。 

  また、２つ目、これは後ほど特別職の改正もさせていただきますが、公務の円滑な運用上、支障のない範囲

及び条件において最も安価な宿泊を選択するようになっておりますが、市長等の随行職員等で、市長が先ほど

言ったように会議とか市長会等で、そこの施設しかもう泊まれない場合に職員基準額が超える場合、その際に

職員もそこで宿泊することしかないというような場合に該当するようなときは、超えて支給ができるように規

則で定めるようにしております。 

  ４つ目の現行の日当ですね、１日２,０００円、これは県外へ出た場合１日２,０００円になっております。

宿泊した場合は、２日間になりますので、その際は４,０００円という計算にはなるんですが、今後、改正後

につきましては、一夜につきですので、１泊ですと最大２,４００円という手当になります。これも国に合わ

せての設定になりますが、食費の有無等によって控除額がございます。夕食、朝食、どちらでもですけれども、

１つにつき８００円の控除になりますので、もし夕食、朝食がついていると、宿泊手当については８００円と

いう形になる改正でございます。 
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  以上が職員等の改定に伴うものでございます。 

  続きまして、議案書の２９ページをご覧ください。 

  先ほど申し上げたように５条立てになっております。 

  第２条です。鳥羽市証人等の実費弁償に関する一部改正についてでございます。 

  こちらは、鳥羽市職員等の旅費に関する条例において旅費の種目が変わりましたので、その整備を合わせる

ほか、手当のほうは別表で改正させていただいております。 

  同じく２９ページの第３条、鳥羽市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでござ

います。 

  宿泊費についてでございますが、先ほども少しちょっと触れましたが、他自治体における特別職の宿泊基準

等との均衡を図り、特別職として公務を円滑に遂行できるように整理をさせていただいております。 

  基準額については、提出させていただいております資料の２ページをご覧ください。 

  本市においては、特別職も職員も同額で今まで宿泊費等がございましたが、他の市町においては、特別職と

市長、また部長級との差の段階もございました。今回、国の基準に合わせることで、本市においてもそのよう

な処理をさせていただいております。現行は先ほどと一緒で、県内ですと９,８００円、県外で１万

２,０００円の現行の定額だったところを改正後は、すみません、１万１,０００円から２万７,０００円とい

う基準額で変更させていただきます。２万７,０００円は、先ほどの職員と同様、埼玉県、東京都、京都府が

２万７,０００円となっており、三重県においては１万３,０００円という改正をさせていただいております。 

  次に、３２ページをご覧ください。すみません、議案書の３２ページをご覧ください。 

  第４条です。鳥羽市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでござい

ます。 

  県内各地への旅費についてです。今現在もそうなんですが、日当を支給しないとしていた規定を削除するよ

うな改正、文言整備という形をさせていただきながら、宿泊費及び船賃以外の旅費について、一般職の職員の

例により支給することを整理させていただいております。 

  なお、教育長においても、先ほどの特別職、市長、副市長と同様の金額で設定をさせていただいております。 

  続いて、第５条、鳥羽市消防団条例の一部改正についてでございます。 

  こちらも先ほどと同様で、県内各地への旅費について日当を支給しないという規定を削除させていただいて、

費用弁償として旅費を支給することで整理をさせていただきます。これは職員と同様の金額で設定させていた

だいております。 

  議案書３３ページをご覧ください。 

  最後の附則ですが、この条例については、令和８年４月１日より施行させていただくよう設定させていただ

いており、また、経過措置としまして、年度をまたぐような旅行命令が出た場合の規定もさせていただいてお

ります。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。 

  議案第５１号についてご質疑はございませんか。ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、次に、議案第５６号、鳥羽志勢広域連合規約の一部変更に関する協議に

ついて、担当課の説明を求めます。 

  環境課、山田課長。 

○山田環境課長 環境課、山田です。よろしくお願いします。 

  では、議案書４４ページ、４５ページをお願いします。 

  議案第５６号、鳥羽志勢広域連合規約の一部変更に関する協議についてのご説明をさせていただきます。 

  提案理由ですが、地方自治法において広域連合の規約を変更しようとする場合は、その広域連合を構成する

地方公共団体の議決を得た上で協議しなければならないとされているためです。 

  規約変更の内容については、鳥羽志勢広域連合の総務課の移転に伴い、鳥羽志勢広域連合の事務所の位置を

鳥羽市磯部町迫間２２番地から志摩市磯部町山田８００番地とするものです。 

  補足説明させていただきますと、現在、広域連合が使用している鳥羽市磯部町迫間２２番地にある旧磯部農

業就業改善センターは、施設の外壁や内部仕上げなどに劣化が見られ、志摩市が実施した健全度評価の結果、

施設の劣化が広範囲に進んでおり、機能低下の兆しがあるため、修繕・改修等が必要な状態にある低評価と判

定されました。また、同センターは津波浸水想定区域内に立地しています。 

  このような状況を踏まえ、広域連合職員の生命の安全確保と業務継続性の維持を図るため、総務課を高台へ

移転することは喫緊の課題と捉え、新たな施設への移転に向けた具体的な検討と準備を進めており、総務課の

移転候補地として志摩市磯部町山田８００番地にあるやまだエコセンターとするものであります。 

  なお、当該規約は広域連合を構成する地方自治体の議決を得ることができましたら、令和８年４月１日から

施行されます。 

  以上となりますので、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○濱口正久委員長 担当課の説明は終わりました。 

  議案第５６号についてご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ご質疑もないようですので、以上で付託された全ての議案について説明を受けました。続い

て、採決に移る前に委員の皆さんで討議したい案件はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○濱口正久委員長 ないようですので、説明員入室のため暫時休憩いたします。 

（午前１１時４４分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時４６分 再開） 

○濱口正久委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  これより採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第４８号、鳥羽市観光まちづくり基金条例の制定について、原案どおり可決することに賛成の方は起立
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をお願いします。 

（起 立 多 数） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立多数であります。 

  よって、議案第４８号については、原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第４９号、鳥羽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、

原案どおり可決することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第４９号については、原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第５０号、鳥羽市印鑑条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の方は起立をお

願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５０号については、原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第５１号、鳥羽市職員等の旅費に関する条例等の一部改正について、原案どおり可決することに

賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５１号について、原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第５２号、鳥羽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５２号については、原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第５３号、鳥羽市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案どお

り可決することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５３号については、原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第５４号、鳥羽市消防団条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の方は起立を

お願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５４号については、原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第５５号、鳥羽市火災予防条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の方は起立
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をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５５号については、原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第５６号、鳥羽志勢広域連合規約の一部変更に関する協議について、原案どおり可決することに

賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起 立 全 員） 

○濱口正久委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第５６号については、原案どおり可決することに決定いたしました。 

  以上をもちまして、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了しました。 

  以上で委員会を終わりたいと思いますが、当委員会における委員長報告につきましては、ご一任をお願いい

たします。 

  これをもちまして、行政常任委員会を散会いたします。 

（午前１１時５０分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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